
 

番号 項目 
提出された 

意見・提言 

計画修正の有無 

及び内容又は反

映できない理由 

意見に対する市の考え方 

１ Ｐ．４１ 

風水害等対策編 

第２章 予防 

第５節 物資、資機

材等の備蓄、調達体

制の整備 

Ｐ．２１７ 

震災対策編 

第２章 予防 

第５節 物資、資機

材等の備蓄、調達体

制の整備 

「備蓄食糧･支

援物資･炊き出

しについて」 

・アレルギー対

策が必要では？

（パン、炊き込

みご飯、毛布等） 

修正無 

（計画の運用の

中で対応可能で

あるため） 

防災対策における「自助」の精神（自分

の身の安全を守るために一人一人が取り

組む「自助」の精神）に基づき、各家庭に

おいては、非常持ち出し品の他、３日分相

当の食料や飲料水の生活必需品等の備蓄

をお願いしており、その中で各自、アレル

ギー対応食品や物資を用意していただき

たいと考えています。 

なお、家屋が全焼、全壊等により避難所

へ非難されてきた方に対しては、市の備蓄

品を提供することになりますが、アレルギ

ーの原因となる食品の種類や量には、大き

な個人差があります。 

すべてのアレルギーに対応できるよう

備蓄することは難しいと思われますが、今

後は、アレルギー対策も含めた備蓄品の整

備に努めてまいります。 

２ Ｐ．４１ 

風水害等対策編 

第２章 予防 

第５節 物資、資機

材等の備蓄、調達体

制の整備 

Ｐ．２１７ 

震災対策編 

第２章 予防 

第５節 物資、資機

材等の備蓄、調達体

制の整備 

「災害支援協定

について」 

・アレルギー患

者を把握するた

めのホットライ

ンシステムと入

手するための支

援協定（ドラッ

グストアーチェ

ーンなどとの協

定）が必要で

は？ 

修正無 

（本計画の修正

に係る内容では

ないため） 

現在、締結している各団体との協定を最

大限に生かし、アレルギー対策に努めてま

いります。また、ドラッグストアーチェー

ンなどとの協定も積極的に締結したいと

考えています。 
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